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萩わ
戦

国 争

戸

明

世
界
９０
ヵ
国
の
法
律
家
で
つ

く

る

国
際

民
主

法

律

家

協

会

（
Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
）
は

「戦
争

へ
と

進

む

日
本

の
立

法

に
反
対

す

る
」
声
明
を
発
表
し
ま
し
た
。

一
Ｉ
Ａ
Ｄ
」
執
行
部
と
日
本
国
際

法

律

家

協

会

（
Ｊ

Ａ

Ｌ

Ｉ

Ｓ

Ａ
）
は
２０
日
、
東
京
都
内
で
記

者
会
見
し
ま
し
た
。

ナ
チ
ス
に
対
抗
し
た
レ
ジ
ス

タ
ン
ス
の
法
律
家
を
中
心
に
創

立
さ
れ
た
Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
は
日
本
国

憲
法
９
条
を
支
持
し
、
世
界
平

和
を
促
進
す
る
た
め
、
９
条
と

そ
の
理
念
を
広
げ
る
運
動
を
行

っ
て
い
ま
す
。

声
明
は
９
条
を
破
壊
す
る
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
に
強

い
懸
念
を
表
明
。

「平
和
条
項

と
し
て
の
９
条
の
解
釈
に
と
ど

ま
ら
ず
、
第
２
次
世
界
大
戦
の

降
伏
文
書
、
ポ
ソ
ダ
ム
宣
言
、

な
ら
び
に
国
連
憲
章
２
条
４
項

（武
力
行
使
の
禁
止
）
か
ら
導

き
出
さ
れ
た
、
国
際
的
な
義
務

を
実
現
す
る
た
め
の
法
で
も
あ

記
者
会
見
す
る
国
際
民
主
法
律
家

協
会
と
日
本
国
際
法
律
家
協
会
の

メ
ン
バ
Ｉ
Ｈ
２０
日
、
東
京
都
内

る
。
す
な
わ
ち
９
条
は
、
国
際

法
の
も
と
で
法
的
拘
束
力
を
有

す
る
の
で
あ
る
」
と
の
べ
、
「日

本
政
府
が
す
べ
て
の
戦
争
を
放

棄
し
続
け
る
よ
う
求
め
」
て
い

ま
す
。

Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
執
行
部
の
新
倉
修

青
山
学
院
大
学
大
学
院
教
授
は

「
Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
に
加
盟
す
る
各
国

の
協
会
と
協
力
し
政
府
に
働
き

か
け
、
国
際
世
論
を

つ
く
り
上

げ
た
い
」
と
話
し
ま
し
た
。

参
院
安
保
法
制
特
別
委
員
会

で
日
本
共
産
党
の
小
池
晃
議
員

が
暴
露
し
た
自
衛
隊
統
合
幕
僚

監
部
の
内
部
文
書
に

つ
い
て
、

大
熊
政

一
Ｊ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ａ
会
長

は

「言
語
道
断
だ
。
法
案
成
立

前
な
の
に
、
詳
細
に
規
定
し
て

い
る
。
完
全
に
米
軍
に
従
属
し

て
た
た
か
う
と
い
う
内
容
も
間

題
だ
」
と
批
判
し
ま
し
た
。


